
公
務
員
の
方
へ

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金

の
申
請
期
限
が
近
づ
い
て
い
ま
す

小
学
校
な
ど
の
臨
時
休
業
な
ど
に
よ
り

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受

け
た
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
取
り
組
み
の

1
つ
と
し
て
、児
童
手
当
受
給
世
帯
に
臨
時
・

特
別
の
一
時
金
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

公
務
員
の
方
は
、
所
属
庁
（
職
場
）
か

ら
配
布
さ
れ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

載
し
、
所
属
庁
で
証
明
を
受
け
た
上
で
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
締
切
日
／
11
月
30
日
（
月
）

●
申
請
受
付
場
所
／
や
す
ら
ぎ
福
祉
課

（
金
屋
庁
舎
）

●
注
意

・「
所
得
制
限
限
度
額
」
を
超
過
し
、
特

例
給
付
と
し
て
児
童
1
人
に
つ
き
月
額

５
０
０
０
円
の
支
給
を
受
け
て
い
る
受

給
者
の
方
は
支
給
対
象
外
で
す
。

・
公
務
員
の
方
の
み
申
請
が
必
要
で
す
。

そ
れ
以
外
の
方
は
申
請
な
ど
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

福 

祉

◆
◆
◆

有
田
川
町

障
害
者
就
労
支
援
給
付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

拡
大
に
伴
い
、
就
労
に
支
障
を
受
け
て
い

る
障
害
者
に
対
し
て
障
害
者
就
労
支
援
給

付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者
／
障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
る

就
労
継
続
支
援
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
、
申
請
日
ま
で
に
有
田
川
町

に
引
き
続
き
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
。

●
支
給
額
／
対
象
者
1
人
に
つ
き
2
万
円

●
申
請
方
法
／
対
象
者
に
は
申
請
書
を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。
同
封
し
て
い
る
返

信
用
封
筒
に
申
請
書
と
添
付
資
料
を
入

れ
て
、
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
ま
で
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

問
や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）

年 
金

◆
◆
◆

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

年
金
生
活
者
支
給
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額
が
一
定

基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
を
支
援
す
る

た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ

る
も
の
で
す
。

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。事
務
手
続
き
は
日
本
年
金
機
構（
年

金
事
務
所
）
が
行
い
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
方

◦
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
／

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
必
要
が
あ

り
ま
す
。

・
65
歳
以
上
で
あ
る
。

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課

税
で
あ
る
。

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得

額
の
合
計
額
が
約
88
万
円
以
下
で
あ

る
。

◦
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
／
次
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以

下
で
あ
る
。

●
請
求
手
続
き

①
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
お

受
け
取
り
い
た
だ
け
る
方

お
受
け
取
り
の
対
象
に
な
る
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
10
月
中
旬
以
降
、
請

求
可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
て

い
ま
す
。
同
封
の
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
記
入
し
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

令
和
3
年
（
2
0
2
1
年
）
2
月
1

日
ま
で
に
請
求
手
続
き
が
完
了
す
る
と
、

令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
8
月
分
か

ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
年
金
を
受
給
し
始
め
る
方

年
金
の
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
年
金
事

務
所
ま
た
は
市
町
村
で
請
求
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
基
本
的
に
は
更

新
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、

電
話
で
お
客
様
の
家
族
構
成
や
金
融
機

関
の
口
座
番
号
・
暗
証
番
号
を
お
聞
き

し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
ね
ん
き
ん

ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐

１
１
６
５
・
和
歌
山
西
年
金
事
務
所 

☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐
１
６
６
０

税 

金

◆
◆
◆

年
末
調
整
等
説
明
会
の
中
止

令
和
2
年
（
2
0
2
0
年
）
の
年
末

調
整
等
説
明
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
と
参
加
さ
れ
る
皆
さ

ま
の
安
全
を
考
慮
し
、
全
国
一
律
に
開
催

を
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し

た
。
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

●
年
末
調
整
に
係
る
面
接
相
談
は
事
前
予

約
を
！

税
務
署
で
は
来
署
に
よ
る
ご
相
談
に
つ

い
て
、事
前
予
約
制
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

来
署
に
よ
る
年
末
調
整
の
面
接
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
電
話
で
相
談
日
時
を
予

約
し
て
く
だ
さ
い
。

問
湯
浅
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

源
泉
所

得
税
担
当　

☎
６
３
‐
５
３
５
１

お知らせお知らせ
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